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（
総
務
委
員
会
）

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
案
（
第
百
五
十
四
回
国
会
閣
法
第
一
〇
四
号
）

（
本
院
継
続
審
査
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
際
し
て
必
要
な
、
署
名
及
び
押
印
に
代
わ
る
本
人
確
認
の
手
段
を
、
地
理
的

条
件
等
に
よ
る
利
用
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
提
供
す
る
た
め
に
、
市
町
村
と
都
道
府
県
と
が
連
携
し
て
実
施
す
る
高
度
な
個
人

認
証
サ
ー
ビ
ス
の
構
築
に
関
す
る
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
子
証
明
書
の
発
行

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
は
、
市
町
村
の
窓
口
に
お
い
て
電
子
証
明
書
（
利
用
者
署
名
検
証
符
号
（
当
該
利

用
者
が
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
）
が
当
該
利
用
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ

る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

。

二
、
電
子
証
明
書
の
失
効
情
報
の
提
供

都
道
府
県
知
事
は
、
電
子
証
明
書
等
の
通
知
を
受
理
し
た
行
政
機
関
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
電
子
証
明
書
の
失
効

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。
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三
、
認
証
業
務
情
報
等
の
保
護

取
り
扱
う
利
用
者
の
個
人
情
報
に
つ
き
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
、
関
係
職
員
等
の
秘
密
保
持
義
務
、
自
己
の
認
証
業
務
情

報
の
開
示
及
び
訂
正
並
び
に
苦
情
処
理
等
、
適
切
な
処
理
を
講
じ
、
厳
重
に
保
護
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
指
定
認
証
機
関

都
道
府
県
知
事
は
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
認
証
機
関
」
と
い
う

）
に
電
子
証
明
書
の
発
行
に
係
る
電

。

子
計
算
機
処
理
等
の
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
総
務
大
臣
の
援
助
等

総
務
大
臣
は
、
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
係
る
技
術
の
評
価
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
都
道
府

県
及
び
市
町
村
並
び
に
利
用
者
に
対
し
必
要
な
情
報
の
提
供

助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
ほ
か

、

、

認
証
業
務
等
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
罰
則

不
実
の
電
子
証
明
書
を
発
行
さ
せ
た
者
に
対
す
る
罰
則
、
関
係
職
員
等
の
秘
密
保
持
義
務
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た

者
に
対
す
る
罰
則
そ
の
他
の
罰
則
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。
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七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
指
定

認
証
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
一
部
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


